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県内各高齢者施設等及び障害者施設等 管理者 様

静岡県健康福祉部長

今冬の急性呼吸器感染症（ARI)への総合対策の推進について

日頃から、本県の感染症対策に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザに代表される急性呼吸器感染症（Acute

Respiratory Infection：ARI）は、国民の健康に対して大きな影響を与えている感染症

の一つです。

これらの感染症については、学校や高齢者施設等における集団感染、高齢者や一定の

基礎疾患を有する者が罹り患すると重症化するリスクがあること等の問題が指摘されて

おり、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題とされています。

こうしたことを踏まえ、厚生労働省は、急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指

針（令和７年厚生労働省告示第 296 号）を告示し、「令和７年度今冬の急性呼吸器感染症

（ARI）総合対策について」（資料１）を取りまとめ、併せて「令和７年度急性呼吸器感染

症（ARI）総合対策に関するＱ＆Ａ」（資料２）及び「急性呼吸器感染症（ARI）に関する

施設内感染予防の手引」（資料３）を策定しましたので改めてお知らせします。

また、都道府県に対して別添の「今冬の急性呼吸器感染症（ARI）への総合対策の推進

について（令和７年 11 月 12 日付け厚生労働省地域医療計画課ほか連名事務連絡）」（資

料４）により通知があり、同通知では、「今冬の急性呼吸器感染症（ARI）の感染拡大に備

えた保健・医療提供体制の確認等について」（資料５）により医療提供体制の確認等につ

いての依頼がありました。

県内においては、第47週（11月17日から23日）の定点医療機関あたりのインフルエン

ザ患者数が41.26人となり警報報基準（30人/定点）を上回ったため、11月28日にインフル

エンザ感染拡大警報を発令し、県民の皆様への注意喚起を行ったところです。

こうしたことを踏まえ、下記のとおり、県内のインフルエンザを巡る状況をお知らせ

するとともに、引き続き医療提供体制の確保等について御協力をお願い申し上げます。

記

１ 県内の状況

（１）定点医療機関当たりインフルエンザ患者数の推移 （単位：人／週）

※１ 定点医療機関当当たり患者数 30 人以上で警報レベル（国が全国一律で設定）

※２ 推定感染者数：定点医療機関患者数に 1,000 を掛けた人数（過去実績より算出）

区分
第４４週
10/27～11/2

第４５週
11/3～9

第４６週
11/10～16

第４７週
11/17～23

前週比
(47 週/46 週)

本 県

(推計感染者数※２)

１０．４０

(10,400 人)

１４．６５

(14,700 人)

２７．７６

(27,800 人)

４１.２６※1

(41,300 人)
１.５倍

全 国 １４．９０ ２１．８２ ３７．７３ ５１.１２ １.４倍



※H21-22 と R5-6 のシーズンが本年度同様第 47 週で警報レベル

（２）医療提供体制等の状況

２ 御協力のお願い

（１）高齢者施設等における対応について

ア 高齢者施設等における感染対策について

・高齢者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいてい

るところであります。「急性呼吸器感染症（ARI）に関する施設内感染予防の手

引き」や「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成

17 年２月２日健発 0222002 号ほか連名通達）において重要と考えられる点をま

とめているため、参考としてください。

項目 全県の状況

病床のひっ迫状況
第 47 週時点でひっ迫しているという情報はなし。（関

係機関への聞き取り等）

インフルエンザによる新規入

院患者数

第 47 週１週間で 27 人入院、流行期（第 42 週）から

の６週間で計 67 人入院

福祉施設からのインフルエン

ザ等の集団感染の報告件数

昨年同期の約２倍（９月１日から 11 月 21 日までの報

告件数 R6：36 件 R7：74 件）

医薬品、検査キット及びワク

チンの状況

第 47 週時点で一部の薬に出荷制限があるものの、流

通上ひっ迫しているという情報はなし。（関係機関へ

の聞き取り等）



※厚生労働省ウェブサイト

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001092966.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001092967.pdf

イ 医療機関との連携について

・高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを

踏まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を確保するととも

に、円滑な感染症対応につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等に

おける感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治

体や関係団体の協力のもと推進するとともに、今後の感染拡大に備え、これまで

に構築した医療機関との連携体制等の引き続いての確保をお願いいたします。

・感染対策向上加算を届出している医療機関においては、施設基準において、介護

保険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴いて実地指導等、感染対策

に関する助言を行うとともに、院内感染対策に関する研修を合同で実施すること

が望ましい、とされていることから、高齢者施設等において新型コロナウイルス

感染症対策に対する指導・助言を必要とする場合には、当該医療機関に協力を依

頼することも考えられますので、検討をお願いいたします。

・感染拡大時の医療提供体制を確保するため、協力医療機関等との連携の下で適切

な医療提供等の対応を行っていただくとともに、医療機関に入院した入所者の症

状が軽快し、退院が可能となった際には、高齢者施設の運営等にかかる県の規則

※に則り、速やかに施設に再入所させることができるよう努めてください。

※令和６年３月 28 日の改正により、以下の規定が追加されています。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する規則

（平成 25 年静岡県規則第 10 号）

（協力医療機関等）

第 31 条

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した
後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当
該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなけれ
ばならない。

上記と同様の規定が次の高齢者施設の規則にも追加されています。

・介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生

活介護事業所、認知症対応型共同生活事業所



ウ 感染対策向上加算について

・令和６年度介護報酬改定において、高齢者施設等における感染症対応力の向上

を目的とした「高齢者施設等感染対策向上加算」が創設されたことを踏まえ、本

加算の取得に努め、平時における感染対策及び医療機関との連携体制の確保を更

に推進してください。

エ 新型コロナワクチン及びインフルエンザワクチン定期接種の検討の勧奨につい

て

・昨年末の新型コロナとインフルエンザの同時流行では、急激な患者の増加により、

県内の急病センターや輪番診療所、救急外来や受入病床では、かなり強いひっ迫

が起こりました。その一因として、昨年度の新型コロナワクチンとインフルエン

ザワクチンの接種率の低下（下表）が、高齢者の感染者数の増加を招いたと県で

は考えています。県内全市町において、令和８年１月以降もワクチン接種の公費

補助の対象となりますので、利用者に対して、両ワクチン接種の検討を一層促し

ていただきますようお願いいたします。

＜参考＞県内高齢者のワクチン接種率

（２）障害者施設等における対応について

ア 障害者施設等における感染対策について

・障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいている

ところであります。上述の高齢者施設等と同様、「急性呼吸器感染症（ARI）に関

する施設内感染予防の手引き」や厚生労働省のウェブサイト等で障害福祉サービ

ス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等を公表しているため、参考と

してください。

※厚生労働省ウェブサイト

「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

イ 医療機関との連携について

・障害者施設等についても、上述の高齢者施設等における対応と同様、感染症対

応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対

策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治体や関係団体

の協力のもと推進するとともに、今後の感染拡大に備え、これまでに構築した医

療機関との連携体制等の引き続いての確保をお願いいたします。

年度 新型コロナ インフルエンザ

2023（令和５）年度 51.0％ 53.8％

2024（令和６）年度 16.5％ 50.7％



ウ 感染対策向上加算について

・令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者施設等における感染

症対応力の向上を目的とした「障害者支援施設等感染対策向上加算」が創設さ

れたことを踏まえ、本加算の取得に努め、平時における感染対策及び医療機関

との連携体制の確保を更に推進してください。

担 当 医療局感染症対策課企画情報班

０５５－９２８－７２２０

福祉長寿局福祉指導課

介護指導班、障害指導班

０５４－２２１－３７７０


